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＜本検討会の目的ならびに調査の概要＞ 

大分県においては、平成２２年１月１６日に改正された「周産期医療体制整備指針」

に基づき、平成２３年３月に「大分県周産期医療体制整備計画」を策定した。当計画に

おける周産期医療体制の課題の１つとして、平成２０年及び平成２１年の周産期死亡率

が全国平均より高くなっていること、平成１７年から平成２１年にかけて新生児死亡率

が全国平均より高くなっていることから、周産期死亡率及び新生児死亡率の改善を掲げ

ている。本指標の改善を図ることはいわば、周産期医療の究極かつ基本的な命題であり、

この視点から、平成２２年度に開催された大分県周産期医療協議会において、県内の周

産期死亡例の受診・分娩・母体・児の状況等の調査・分析を行うことが決定された。こ

れを受けて、大分県産科婦人科学会、大分産婦人科医会、日本小児科学会大分地方会、

大分県小児科医会および大分県助産師会の承認のもと、周産期死亡対策ならびに周産期

医療体制の強化を図るための継続事業として大分県周産期死亡症例検討会を発足し、平

成２３（２０１１）年度から県内一般産科医療施設等（分娩を取り扱う医療施設及び助

産所）で発生した周産期死亡症例を対象に年単位での実態調査を行うこととした。 

調査報告の流れとしては、前年度と同様に、当該年の周産期死亡症例について次年度

に実態調査を行い、次々年度に本会メンバーにより詳細な個票検討を加えた結果を報告

することとした。したがって、本年度（令和２年度）は平成３０（２０１８）年の周産

期死亡症例を対象とし、本事業開始後、８年目の報告書となる。 

 

＜検討会組織について＞ 

上述の各学術団体から推薦を受けた１０名の医師および助産師を検討委員とし、さら

に県行政担当者および事務担当職員を加えた計１４名の検討会構成メンバーとした。 

議 長： 佐藤昌司（大分県立病院総合周産期母子医療センター・所長・第一産科部長） 

委 員： 飯田浩一（大分県立病院総合周産期母子医療センター・第一新生児科部長） 

（五十音順）穴見 愛（別府医療センター産婦人科・部長） 

岩永成晃（大分県産婦人科医会・会長） 

古賀寛史（別府医療センター小児科・医長） 

小杉雄二郎（中津市立中津市民病院小児科・部長） 

戸高佐枝子（大分県助産師会・理事） 

西田欣広（大分大学医学部産科婦人科学講座・准教授） 
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前田知己（大分大学医学部小児科学講座・准教授） 

松本治伸（中津市立中津市民病院周産期医療センター・センター長 

兼産婦人科・部長） 

事務担当（オブザーバー） 

藤内修二（大分県福祉保健部・参事監） 
糸長伸能（    同   健康づくり支援課・参事） 
大津孝彦（    同           ・課長補佐） 
玉井智香子（   同           ・副主幹） 

 

＜調査方法について＞ 

①県内の一般産科医療施設（分娩を取り扱う医療施設および助産所）を対象として、平 

成３０（２０１８）年１年間に発生した周産期死亡の有無、および有の場合には事例 

数について一次アンケートを実施した。 

②上記①において周産期死亡症例があった施設を対象として、受診・分娩・母体・児の 

状況等に関する調査用紙を郵送し、医療施設の自己記入された用紙を回収した。 

・県内周産期母子医療センター５施設については、各施設から日本産科婦人科学会周 

 産期登録に提出された個票のうち、該当症例を抽出したものをファイルメーカー形 

 式で回収した。 

・上記以外の産科医療施設については、本検討会で作成した二次調査用紙（図１）を 

送付し、記入後郵送回収した。 

・個票送付ならびに回収作業に関しては、事例の特定可能な個人情報（氏名、住所、 

分娩取扱機関名）にとりわけ留意し、これらの項目を匿名化（記号化）した処理の 

後に、ファイルメーカーファイルあるいは調査用紙を集計し、以後の検討作業時に 

は連結不可能匿名化の状態で資料作成ならびに討論を行った。 

③得られた個票情報をもとに、事例ごとに下記の視点から検討した。 

 １）母体・胎児概要の検討（死産例を含む）：調査用紙の内容を検討し、概要を整理 

した。詳細不明かつ死亡回避の点から重要と考えられる情報については、必要に 

応じて追加質問用紙を送付して情報収集に努めた。また、不明かつ複数の医療機 

関にまたがる経過を持つ場合には、可及的に死亡例発生医療機関の診療録、返書 

等から情報を遡って検討した。 

２）新生児経過の概要の検討：一次調査の結果、新生児死亡例はいずれも県内周産期 

センターでの死亡であったことから、新生児経過の概要にあたっては当該機関の 

診療録を追加資料として検討した。 

３）死亡回避の可能性および関連するコメントの検討：得られた概要を基に、周産期 

死亡回避の可能性を探る視点から、委員間討論を行った。 

・回避可能性については、以下の５段階分類を用いた。 
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カテゴリー Ａ：母児の臨床所見・経過からみて、周産期死亡回避は難しい。 

カテゴリー Ｂ：母児の臨床所見・経過からみて、現在の医療体制・レベルで 

        は周産期死亡回避は難しい。ただし、今後の高度先進医療機 

器・技術の導入等によっては予後改善の余地も見込まれる。 

カテゴリー Ｃ：母児の臨床所見・経過から、リスク予知、診療・管理体制等 

        のいずれかの点で、周産期死亡回避できた可能性がある。 

カテゴリー Ｄ：母児の臨床所見・経過から、リスク予知、診療・管理体制等 

        のいずれかの点で、周産期死亡回避できた可能性が高い。 

カテゴリー Ｘ：母児の臨床所見・経過に関する情報が不充分、あるいは医学 

的のみならず、社会的背景等の複合した要因による死亡の 

可能性などのため、死亡回避可能性の判断ができない。 

・死亡回避可能性の判断に関する記述は特記ない限り、検討委員全員の同意による。 

検討委員の意見が分かれた場合には、判定およびコメントにその旨特記すること 

とした。 

・コメント欄には、レベル判定の根拠および今後の方策等を記述した。 

 

＜平成３０（２０１８）年の周産期死亡症例調査結果ならびに考察＞ 

１．死亡症例数 

当該年の分娩取扱機関（調査対象医療機関）は、産科医療施設２５施設および助産所

２施設の計２７施設であった。一次調査は全施設から回答を得た。その結果、周産期セ

ンター等の２次～３次施設計５施設の死亡症例数は１５件、その他の産科医療施設にお

ける死亡症例は６件であり、県全体で合計２１件であった（表１）。 

死産数等の数値は、人口動態統計調査と比較すると、人口動態統計調査では住民票所

在地に整理されることから、施設調査である本調査と数値は一致しない。また、県外出

産（とりわけ県境市町村居住者）や里帰り出産、医療機関以外での死産、あるいは遡及

調査による医療機関での把握漏れ等の理由により、本調査の方がデータ数が少なくなる

ことが推定される。人口動態統計調査結果によれば、平成３０年の大分県の周産期死亡

数は満２２週以後の死産が２２件、早期新生児死亡が３件の合計２５件となっている。

一方、今回、産科医療施設から届け出された死亡症例数は２１例であった。この相違の

理由が上述のいずれかによるものかは不明であり、また匿名化データである以上、事例

数の差異に関する追跡調査は不可能であることから、少なくとも各分娩取扱機関の自己

記入スタイルによる本調査による事例収集の妥当性についてはやむを得ない差異であ

ると考えている。 

２．個票の検討結果 

１）背景疾患（病態）について：本邦における周産期死亡の背景疾患に関しては国全体

の統計がなされておらず、死亡原因に関するもっとも大きい調査は現在、日本産科婦人
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科学会周産期登録データベース（日産婦ＤＢ）である。例年の日産婦ＤＢによれば、周

産期死亡の主たる背景疾患（病態）と比率は、最も多いものから順に児の形態異常（約

20～25％）、臍帯の異常（約 10％）、常位胎盤早期剥離（約 10％）、多胎関連疾患（約

5％）、児の未熟性（約 5％）、胎児・新生児低酸素症（新生児呼吸障害を含む）（約 4％）

などであり、これら５つの原因・背景疾患で全体の約 60％を占めている。一方で、全体

の約 30％が原因不明と報告されている。今回の周産期死亡例をこの疾患カテゴリーで

分類すると、臍帯の異常および多胎関連疾患がおのおの４例（19.0％）と最も多く、次

いで児の形態異常が２例（9.5％）、胎盤異常および胎児・新生児低酸素症（新生児呼

吸障害を含む）がおのおの１例（4.8％）であった。原因不明は９例（42.9％）であり、

全国集計および例年の本県の傾向とはやや異なり常位胎盤早期剥離の比率が低く、原因

不明の比率（死産）が高い傾向であった。 

２）死産・早期新生児死亡比について：例年の日産婦ＤＢでは死産、早期新生児死亡の

比はおおむね 3：1 の比率で継時的にもほぼ一定している。今回の周産期死亡例は死産

（19 例）と早期新生児死亡（2例）の比が約 10：1 であり、全国の傾向に比べて死産の

比率が著しく高かった。 

３）死亡回避の可能性について：死亡回避可能性からみた２１例の内訳は、カテゴリー

Ａ、Ｂ、Ｃ、ＤおよびＸが各々、１９例、０例、１例、０例および１例であった（表２）。

本カテゴリーの判断は必ずしも医療的判断の誤りないしは遅れの有無を意味するもの

ではなく、あくまでも死亡回避の点から後方視的にみた場合、いずれかのポイントで他

の選択肢の余地があり得たか、の観点から整理検討したものである。そのうえで、本検

討会の目的からみればカテゴリーＡ以外、とりわけカテゴリーＣおよびＤの多寡が問題

となるが、本年はカテゴリーＣに該当する事例が１例あった。本事例は、妊娠 38 週に

前期破水で診療所に入院後、分娩停止のため吸引分娩を試みたが娩出不能であったため

に周産期センターに母体搬送となり、吸引手技の後に緊急帝王切開で出生に至った事例

である。新生児仮死であったために蘇生処置を行ったものの早期新生児死亡に至った。

事例検討の結果、産科医療機関における吸引手技の回数の問題、搬送先における救急患

者重複による帝王切開の遅れ、蘇生処置開始の遅れの可能性などいくつかの問題点が指

摘され、これらの点に対する次善策により児の救命ができた可能性があると判断した。 

４）胎動減少・消失の位置づけについて：本年の検討においても、例年と同様に子宮内

胎児死亡の事例の特徴として、胎動減少あるいは消失感を妊産婦が認識していたにもか

かわらず、医療機関受診までに数日の間隔があり、来院時には胎児死亡が確認された経

過を有する症例が４例（SB-8,9,10,12）みられた。胎動減少を早期に捉えることが直接

的に周産期死亡の減少に寄与するか否かに関する結論は得られていない。しかしながら、

今回の該当事例における妊娠週数および出産体重等からみた場合、胎動減少・消失とい

う妊産婦自らのみが認識できる症候の重要性と受診の必要性について産科医療機関が

改めて妊産婦に啓発しておくこと、胎動減少・消失の訴えがあった際にはただちに来院
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を促すことが、ひいては周産期死亡減少に寄与する可能性を念頭において妊娠管理にあ

たることが望ましいと考える。 
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図１
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死産 19例
周産期センター 13例（68.4％）
周産期センター以外 6例（31.6％）

早期新生児死亡 2例
周産期センター 2例（100％）
周産期センター以外 0例（0％）

計 21例

表１ 周産期死亡症例数 （平成30（2018）年）
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カテゴリー Ａ 19
カテゴリー Ｂ 0
カテゴリー Ｃ 1
カテゴリー Ｄ 0
カテゴリー Ｘ 1
計 21

表２ 周産期死亡回避の可能性
（平成30（2018）年）
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